
新社団法人
西条市シルバー人材センターが誕生

国
土
調
査
（
地
籍
調
査
）
を

実
施
し
ま
す

　

市
で
は
、
平
成
17
年
度
か
ら
国

土
調
査
未
実
施
区
域
（
旧
西
条
市

分
）
の
調
査
を
再
開
し
ま
す
。

　

今
回
は
、
下
島
山
の
一
部
（
乙

番
地
）
と
飯
岡
の
一
部
を
調
査
す

る
計
画
で
す
。
（
左
図
参
照
）

　

国
土
調
査
は
、
土
地
の
一
筆
ご

と
の
地
番
、
地
目
、
地
積
等
を
調

査
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
境
界
の

確
認
な
ど
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
ご

協
力
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

■
問
合
せ　

市
庁
舎
本
館

　

国
土
調
査
課
（
内
線
２
６
４
２
）

社
会
保
険
事
務
所
か
ら

年
金
制
度
改
正
の
お
知
ら
せ

■
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

30
歳
未
満
の
人
で
本
人
お
よ
び

配
偶
者
の
前
年
の
所
得
が
一
定
以

下
の
場
合
は
、
申
請
に
よ
っ
て
保

険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
猶
予
制
度
の
承
認
を
受
け

て
い
る
期
間
は
、
未
納
の
扱
い
と

な
り
ま
せ
ん
の
で
、
不
慮
の
事
態

が
生
じ
た
と
き
に
も
安
心
で
す
。

　

な
お
、
猶
予
期
間
は
年
金
の
受

給
期
間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、

年
金
額
の
計
算
に
は
反
映
さ
れ
ま

せ
ん
。
追
納
（
10
年
以
内
）
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
２
年
を
経

過
し
た
場
合
は
、
保
険
料
に
加
算

金
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

■
第
３
号
被
保
険
者
の
特
例
届
出

　

第
３
号
被
保
険
者
（
厚
生
年
金

等
に
加
入
す
る
人
の
被
扶
養
配
偶

者
）
の
届
出
も
れ
が
あ
っ
た
場
合
、

届
出
か
ら
２
年
以
上
前
の
分
に
つ

い
て
は
未
納
扱
い
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
４
月
か
ら
の
改
正
で
、
第

３
号
被
保
険
者
と
し
て
の
被
保
険

者
期
間
の
う
ち
、
第
３
号
被
保
険

者
に
な
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

届
出
を
し
な
か
っ
た
こ
と
で
保
険

料
納
付
済
期
間
に
算
入
さ
れ
な
い

期
間
が
あ
る
人
に
つ
い
て
は
、
届

出
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
届
出

が
行
わ
れ
た
日
以
後
、
保
険
料
納

付
期
間
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。

■
育
児
期
間
中
の
配
慮
措
置

〇
保
険
料
の
免
除
制
度
が
拡
充

　

子
ど
も
が
満
１
歳
に
達
す
る
ま

で
の
育
児
休
業
期
間
中
の
健
康
保

険
・
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
料
免

除
制
度
が
、
子
ど
も
が
満
３
歳
に

達
す
る
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。

　

手
続
き
は
、
事
業
主
を
通
じ
て

社
会
保
険
事
務
所
へ
の
届
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

〇
標
準
報
酬
月
額
措
置

　

３
歳
未
満
の
子
ど
も
を
養
育
す

る
た
め
、
勤
務
時
間
の
短
縮
な
ど

に
よ
っ
て
標
準
報
酬
月
額
が
低
下

し
た
場
合
は
、
事
業
主
を
通
じ
て

社
会
保
険
事
務
所
に
届
出
を
行
え

ば
、
将
来
の
年
金
額
が
低
下
し
な

い
よ
う
に
配
慮
す
る
措
置
が
創
設

さ
れ
ま
す
。

■
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
見
直
し

　

老
齢
厚
生
年
金
を
受
給
し
て
い

る
60
歳
か
ら
64
歳
の
人
が
就
労
し

て
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
で

あ
る
場
合
は
、
年
金
額
が
一
律
２

割
支
給
停
止
と
な
り
、
さ
ら
に
年

金
額
と
賃
金
額
に
応
じ
て
年
金
が

支
給
停
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

一
律
２
割
の
支
給
停
止
が
廃
止
さ

れ
、
年
金
額
と
賃
金
の
額
に
応
じ

た
支
給
停
止
の
み
に
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ

〇
新
居
浜
社
会
保
険
事
務
所

℡
０
８
９
７―

３
５―

１
３
０
０

〇
今
治
社
会
保
険
事
務
所

℡
０
８
９
８―

３
２―

６
１
４
１

　新「西条市」の発足に伴い、平成17年４月１日を
もって、㈳西条市シルバー人材センター、㈳東予市
シルバー人材センター、丹原町ミニシルバー人材セ
ンター、小松町シルバーゆうが統合し、新たに㈳西
条市シルバー人材センターとしてスタートしました。

≪シルバー人材センター各事務所の所在地≫
■本部・西条事務所　℡0897－55－7785
　大町４５７（西条市民公園内）
■東予事務所　℡0898－76－1580
　壬生川１１１－１（旧東予市・丹原町公共下水道事務組合跡）
■丹原事務所　℡0898－68－7368
　丹原町池田１７３３－１（丹原福祉センター内）
■小松事務所　℡0898－72－6503
　小松町新屋敷乙４８－１（小松保健センター内）

≪シルバー人材センターの会員を募集します≫
　市内にお住まいのかたで、おおむね60歳以上の健康
で働く意欲のあるかたなら、誰でも会員になれます。
■シルバー入会説明会の開催場所・日時
〇東予事務所：毎月第２水曜日　10時から開催
〇西条事務所：毎月第２水曜日　13時から開催
※丹原事務所・小松事務所では、説明会を開催してい
ません。丹原・小松地区のかたは、どちらかご都合
のよい方へお越しください。

21世紀を支えるシルバーパワー

シルバー人材センターからのお知らせ

調査対象区域
西条市 新居浜市
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